
（単位：百万円、％）

CC1：自己資本の構成

イ ロ ハ

2025年12月末 2025年9月末

別紙様式第
十三号

（CC2）の参
照項目

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目 （１）

普通株式に係る株主資本の額 6,584,549         6,368,997         

うち、資本金及び資本剰余金の額 3,663,453         3,663,453         

うち、利益剰余金の額 2,921,095         2,705,543         

うち、自己株式の額（△） - -

うち、社外流出予定額（△） - -

うち、上記以外に該当するものの額 - -

普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 - -

評価・換算差額等及びその他公表準備金の額 542,391           559,726           (a)

普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 （イ） 7,126,940         6,928,724         

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目 （２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 364,800           364,308           

うち、のれんに係るものの額 - -

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額 364,800           364,308           

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 2,078             3,399             

繰延ヘッジ損益の額 △ 708,651        △ 558,603        

適格引当金不足額 - -

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 - -

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 47,713            33,832            

前払年金費用の額 182,315           203,603           

自己保有普通株式（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 - -

意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 - -

少数出資金融機関等の普通株式の額 - -

特定項目に係る十パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するも
のに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）
に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 - -

うち、その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に該当するも
のに関連するものの額

- -

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）
に関連するものの額

- -

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 - -

その他Tier1 資本不足額 - -

普通株式等Tier1 資本に係る調整項目の額 （ロ） △ 111,744        46,539            

普通株式等Tier1 資本

普通株式等Tier1 資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ） 7,238,685         6,882,184         

その他Tier1 資本に係る基礎項目 （３）

31a その他Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -

31b その他Tier1 資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 - -

32 その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額 1,926,500         2,119,500         

特別目的会社等の発行するその他Tier1 資本調達手段の額 - -

その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 （ニ） 1,926,500         2,119,500         

その他Tier1 資本に係る調整項目

自己保有その他Tier1 資本調達手段の額 - -

意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -

少数出資金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 - -

その他金融機関等のその他Tier1 資本調達手段の額 6,000             8,000             

Tier2 資本不足額 - -

その他Tier1 資本に係る調整項目の額 （ホ） 6,000             8,000             

その他Tier1 資本

その他Tier1 資本の額（（ニ）－（ホ）） （ヘ） 1,920,500         2,111,500         

Tier1 資本

Tier1 資本の額（（ハ）＋（ヘ）) （ト） 9,159,185         8,993,684         
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Tier2 資本に係る基礎項目 （４）

Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 - -

Tier2 資本調達手段に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 - -

Tier2 資本調達手段に係る負債の額 1,283,688         1,227,438         

特別目的会社等の発行するTier2 資本調達手段の額 - -

一般貸倒引当金Tier2 算入額及び適格引当金Tier2 算入額の合計額 211,108           156,449           

うち、一般貸倒引当金Tier2 算入額 - -

うち、適格引当金Tier2 算入額 211,108           156,449           

Tier2 資本に係る基礎項目の額 （チ） 1,494,796         1,383,888         

Tier2 資本に係る調整項目 （５）

自己保有Tier2 資本調達手段の額 - -

- -

少数出資金融機関等のTier2 資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手段の額 - -

その他金融機関等のTier2 資本調達手段及びその他外部TLAC 関連調達手段の額 30,000            30,000            

Tier2 資本に係る調整項目の額 （リ） 30,000            30,000            

Tier2 資本

Tier2 資本の額（（チ）－（リ）） （ヌ） 1,464,796         1,353,888         

総自己資本

総自己資本の額（（ト）＋（ヌ）） （ル） 10,623,981        10,347,572        

リスク・アセット （６）

リスク・アセットの額 （ヲ） 64,971,655        61,680,104        

自己資本比率 （７）

普通株式等Tier1 比率（（ハ）／（ヲ）） 11.14% 11.15%

Tier1 比率（（ト）／（ヲ）） 14.09% 14.58%

総自己資本比率（（ル）／（ヲ）） 16.35% 16.77%

調整項目に係る参考事項 （８）

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 512,923           487,622           

314,103           323,171           

- -

繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額 434,568           401,245           

Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 （９）

一般貸倒引当金の額 - -

一般貸倒引当金に係るTier2 資本算入上限額 - -

211,108           156,449           

適格引当金に係るTier2 資本算入上限額 348,270           330,089           
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無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整
項目不算入額
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